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森のようちえんの遊びにおける子どもと保育者の相互行為に関する研究
― 保育者の教示的無関心という視点から ―
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A Study on the Interactions between Children and Teachers 
during Play in a Forest Kindergarten

：From the Perspective of the Teachers’ Indifference
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Abstract: The purpose of this study was to analyze the interactions between children and teachers 
at a “forest kindergarten” in Japan from the perspective of the teachers’ indifference, which attitudes 
of adults towards children as practitioners rather than learners and organising their participation in 
activities, based on the Hunter-Gatherer Childhood Model. The study then clarified the early 
childhood education and care practices that nurture children’s spontaneous learning through play in 
the natural environment. The research method focused on the observation of practices at a forest 
kindergarten, and the analysis method examined the interactions between children and teachers.
　　 Analysis of the ‘child-teacher’ adjacecy pairs showed that the following three patterns 
dominated the number of occurrences of the interaction.:the [justification-acceptance] pair (8), 
which is a reciprocal action in which the child expresses his or her view and the teacher accepts the 
child’s opinion; the [change of framework-question] pair (7), which is a reciprocal action in which 
the child performs a new act different from the previous one and the teacher asks a question about 
the act (7), a mutual action in which the child performs a new act that is different from the previous 
one and the teacher accepts the behaviour of the child [change of framework - acceptance] pair (6).
　　 During play times at the forest kindergarten, children and adults participate in activities 
from the same standpoint in a natural environment that cannot be manipulated. As a result, 
children’s opinions for play are more likely to be reflected in the activities. Furthermore, in a 
natural environment such as a forest, there arises a need for adults and children to face each other 
as individuals, transcending the teacher–pupil relationship, which may be where the roots of 
independent learning lie.
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Ⅰ．問題と目的
　「森のようちえん」とは，自然体験活動を基
軸にした保育を行う保育・教育施設の総称であ
る。1950年代にデンマークで一人の母親が始め
た活動を端緒とし，北欧やドイツを中心に展開
されてきた。わが国でも，近年の環境教育や野

外教育，持続可能な開発のための教育（ESD：
Education for Sustainable Development）といった
文脈から，乳幼児への自然教育プログラムを提
供する形態が注目を集めてきた（仙洞田・山内
2011，名須川ら2012，山本ら2013，三ケ田ら
2023）。先行研究においては，自然環境を通じ
て子どもに育まれる力（高橋・久保田2020）が
着目されるとともに，『ある意味近代学校（幼
稚園）教育が蓄積してきた実践の対極』（佐藤・
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磯部2011）である保育方法について，議論が重
ねられてきた。
　このような「森のようちえん」の保育につい
て，山本ら（2013）は『保育者があらゆる活動
において，子どもたちと他者・自然・事物との
相互的なかかわりに注意を払うとともに，教示
などの直接的なかかわりではなく，ルール等を
用いた間接的なかかわりを重視することで，子
どもたちの自由で活発な活動を促している』と
結論づける。ただし，ここで示される教示など
によらない「間接的なかかわり」の内実は，管
見の限り明らかにされていない。
　翻って生態人類学においては，1970年代以降，
狩猟採集社会の保育教育において，大人が子 
どもに対して積極的に知識を提供する教示行為
がみられない（＝教示の不在）という調査報告
がなされてきた（Marshall,  1976；原，1978；
Lee1979）。 近 年 で は HGC（Hunter-Gatherer 
Childhood）モデルとして，子どもの自発的な
学びを引き出そうとする教育の在り方が検討さ
れている（Konner, 2016；高田，2022）。
　一方で，園田（2021）は HGC モデルにおけ
る「教示の不在」は，子どもの自律性を育むた
めに意図的に教えないようふるまっている教育
的態度とは一線を画すものではないかと主張す
る。園田（2021）によれば，これまで「教示の
不在」として語られてきたふるまいは，大人と
子どもが知識や技能面で圧倒的に非対称な関係
でありながらも，「教える－教えられる」関係
に固定されていない点に着目すべきであると述
べる。その上で，このようなふるまいは，大人
が子どもを学習者としてではなく一実践者とし
て捉え，活動への参加を組織している態度，つ
まり「教示的無関心」なのではないかと論ずる。
したがって，着目すべきは大人－子ども間にお
ける教示行為の有無ではなく，大人と子どもの
相互行為における個の在り方ではないかと言及
している。
　そこで，本研究では HGC モデルに依拠し「教
示的無関心」という視点から「森のようちえん」
における遊びを対象とした子どもと保育者の相
互行為を分析し，自然環境を通じた遊びの中で
子どもの自発的な学びを育む保育実践の内実を
明らかにすることを目的とする。

Ⅱ．調査方法
１．調査対象園
　調査においては，国立大学附属 A 幼稚園を

選定した。A 幼稚園は国立大学の附属幼稚園と
して幼稚園教育要領に準ずる保育を実践してい
ると同時に「森のようちえん」として自然環境
とのかかわりを重視した保育を展開しているこ
とから，調査対象園とした。

２．観察期間
　2022年11月～12月において，園内の森におけ
る自由遊び場面を観察した。

３．観察・記録方法
　観察においては自然観察法により，子どもと
保育者がかかわっている場面についてビデオ撮
影を行うとともに，筆記と写真による記録も
行った。

４．倫理的配慮
　本研究は調査対象園の園長に対し，研究の目
的や調査内容と方法，個人情報の保護にかかわ
る説明を口頭及び文書で示し，調査及び成果の
公表について同意を得た後に実施した。尚，筆
頭著者の所属機関において研究倫理審査を承認
されている（山梨大学大学院総合研究部教育学
域倫理委員会 R4-027）。

Ⅲ．分析方法
１．分析の方法
　本研究における子どもと保育者の相互行為を
捉えるため，園田（2021）による相互行為分析
における隣接対（adjacency pair）という枠組み
を用いる。隣接対は会話分析において会話を構
成する最小単位である。隣接対を構成する行為
者のうち，前者の行為を第１成分，後者の行為
を第２成分と呼び，これらを呼応するペアと捉
えて両者のターン・テイキングがいかに構成さ
れていくのかを分析していく手法である（園田
2021）。
　ただし，園田（2021）はこれら隣接対につい
て，会話だけに限定せず非言語行動を含めて
データを検討することから，会話分析ではなく
相互行為分析と称している。本研究では，子ど
もと保育者の非言語的行動も含めて検討するこ
とを踏まえ，園田（2021）の分析手法に基づき
相互行為分析を行った。

２．事例の抽出
　「森のようちえん」の遊びにおける子どもと
保育者の相互行為を分析するため，①屋内遊び
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や「森のようちえん」に該当しない園所の屋外
遊びでは観察されないような森の活動として特
徴的な遊び，②一つのテーマの中で子どもと保
育者の相互行為が断続的でも継続している遊
び，③遊びの一連において「子ども集団と保育
者」，「一人の子どもと保育者」というような，
保育者による子どもの集団と個別なかかわりの
双方が認められた遊びの３点を選定基準と定め
た。その上で，観察期間において記録された全
13の遊びから，前述の基準を満たす「３歳児の
火おこし遊び」を事例として抽出した。
　「３歳児の火起こし遊び」は，子どもと保育
者が枯葉や枯れ枝を集めて薪を組み，マッチを
こすって枯葉に火をつけ，うちわなどであおぎ
ながら火を起こしていくというような一連の活
動である。

３．分析対象
　分析対象は子どもと保育者の相互行為であ
る。とりわけ，「３歳児の火おこし遊び」を中
心に観察場面のビデオ記録，写真記録，筆記記
録からトランスクリプトを起こした。

４．分析の手続き
　分析は，以下の手順で行われた。
　（a）高田（2019）と園田（2021）による相互
行為の枠組みを参照しながら，保育の事前観察
より子どもの相互行為を捉える枠組みを作成し
た（表１）上で，事例内における子どもの行為
の出現数について非言語を含めて累計した。

　（b）高田（2019）と園田（2021）による行為
の枠組みを参照しながら，保育の事前観察より
保育者の行為を捉える枠組みを作成した（表２）
上で，事例内における保育者の行為の出現数を

行為 定義 行為の例示

受諾 保育者のことばやふるまいをそのまま受け止める うん

修復の開始 保育者の行為を受け、それまでの行為を変更するような方向性を
示したり確認したりする

これ？

枠組みの変更 それまでとは別の（新たな）行為を行う

正当性の主張 自分の見解やその正当性を述べる ○○だよ

異議申し立て 保育者のことばやふるまいに対して、異なる見解を示す ちがう

拒否 保育者のことばやふるまいが指し示す事柄を否定する いや

  高田（2019）園田（2021）をもとに筆者作成

表１．子どもの行為の枠組み

行為 定義 行為の例示

命令 保育者が子どもに対して上位に立つ関係性を示し、子どもに対して
保育者が必要だと思うことを言いつける

○○しなさい

要求 保育者が必要、あるいは当然だと思うことを子どもへ求める 待って、行って

義務 保育者がしなくてはならないと考えることを子どもヘ伝える ○○しないといけ
ないよ

提案 子どもの行為に対して保育者が異なるアイデアや枠組みを提示する ～しよう

質問 子どもの行為に対して保育者が問いを投げかける 何をしてるの？

示唆 保育者が自分の知識に基づいたアイデアや枠組みを子どもへ暗にほ
のめかす

持ってる？

うながし 保育者が想定した方向へ子どもが向かうよう勧める やってみたら？

誘い 保育者が子どもへ自分や他児と一緒に行動するようすすめる ～しない？

受諾 子どものことばやふるまいをそのまま受け止める そうだね

  高田（2019）園田（2021）をもとに筆者作成

表２．保育者の行為の枠組み
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「会話のみ」と「非言語を含む」の２類型を各々
累計した。

　（c）高田（2019）と園田（2021），及び事前
観察によって作成した隣接対の枠組みを用い，
事例内における「子どもの行為」と「保育者の
行為」について，隣接対の生起数を累計した。

　（d）子どもと保育者の相互行為によって特徴
的に表れた隣接対が含まれるトランスクリプト
から，個別具体な状況を解釈的に分析した。尚，
事例で用いるトランスクリプト記号の意味は，
表３のとおりである。

Ⅳ．結　果
１．相互行為分析
（１）相互行為分析の結果
　子どもの行為は【枠組みの変更】（17），【正
当性の主張】（13）の生起が多いことが示された。
他方で，【異議申し立て】や【拒否】は認めら
れなかった（表４）。
　これら子どもの相互行為に対する保育者の行
為の出現を分析したところ，会話に限定した保
育者の行為は，【質問】（5）の出現が最も多く，
次いで【受諾】（4），【示唆】（3），【うながし】（2），

【提案】（1）の順であった。【「命令】，【要求】，【義
務】，【誘い】は，本事例内では認められなかっ
た（表５）。
　保育者の行為について，非言語を含めて分析
してみると，【受諾】（15）の出現回数が最も多
く，次いで【質問】（11），【示唆】（6），【うな
がし】（4），【提案】（2），【誘い】（1）の順であっ
た。【命令】，【要求】，【義務】は，本事例内で

［ この記号をつけた複数行の発話が重なり始めた位置
］ その重なりが解消された位置

（数字） 沈黙の秒数
（　　） まったく聞き取れない部分
｟　　｠ 転記者による注釈や説明
? 尻上がりの抑揚
¿ やや尻上がりの抑揚

「文字：：」 直前の音の延び（「：」の数が多いほど長く延びている）
h 息を吐く音（h の数が多いほど長い。笑いの場合もある）

  串田ら（2017）より引用

表３．トランスクリプト記号の意味

行為 出現回数（％）
受諾 2（5.2）

修復の開始 7（17.9）
枠組みの変更 17（43.6）
正当性の主張 13（33.3）
異議申し立て 0（0.0）

拒否 0（0.0）
合計 39（100.0）

表４．子どもの行為の出現（非言語を含む）

行為 出現回数（％）
命令 0（0.0）
要求 0（0.0）
義務 0（0.0）
提案 2（5.2）
質問 11（28.2）
示唆 6（15.3）

うながし 4（10.2）
誘い 1（2.6）
受諾 15（38.5）
合計 39（100.0）

表６．保育者の行為の出現（非言語を含む）

行為 出現回数（％）
命令 0（0.0）
要求 0（0.0）
義務 0（0.0）
提案 1（6.7）
質問 5（33.3）
示唆 3（20.0）

うながし 2（13.3）
誘い 0（0.0）
受諾 4（26.7）
合計 15（100.0）

表５．保育者の行為の出現（会話のみ）
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は認められなかった（表６）。
　子ども - 保育者の隣接対では，【正当性の主
張 - 受諾】（8），【枠組みの変更 - 質問】（7），【枠
組みの変更 - 受諾】（6）の順で生起数が多いこ
とが明らかとなった（表７）。

（２）考察
　これら子どもと保育者の相互行為分析の結果
からは，次の４点が明らかとなった。
　一つめは，事例内の保育者の行為において，

【命令】，【要求】，【義務】は，言語・非言語を
通じて認められない点である。
　二つめは，事例内の保育者の行為について，
言語・非言語ともに子どもの行為に対してさら
なる情報を求める【質問】が多くみられており，
とりわけ子どもと保育者の相互行為で【枠組み
の変更 - 質問】の隣接対が多く認められる点で
ある。
　三つめは，活動の中で保育者が言語以上に非
言語によるふるまいで子どもの行為へ【受諾】
を示していることが多い点である。
　四つ目は，子どもと保育者の相互行為におけ
る隣接対では，保育者の【受諾】には，主に子
どもが自らの見解を述べていること（【正当性
の主張】）への【受諾】と，子どもが保育者の
質問や提案とは異なる行為を返すこと（【枠組
みの変更】）への【受諾】のように質の異なる【受
諾】行為が認められる点である。
　これら４点のうち，次節では子どもと保育者
の相互行為における（a）【枠組みの変更 - 質問】
による隣接対，（b）非言語による【受諾】，（c）

【受諾】における【正当性の主張 - 受諾】の隣
接対と【枠組みの変更 - 受諾】の隣接体におけ
る【受諾】行為の違いの３点について，それぞ
れのエピソードを「教示的無関心」の観点から
解釈的に検討する。

２．エピソードにみる「教示的無関心」の解釈
１）【枠組みの変更 -質問】の隣接対事例

c3 ： この木，パキって折らして。
    先生，これ｜｟拾ってきた枝を差しだす｠
T1 ： 折ったらいいの ¿ ｜
c3 ： え，折れない
T1 ： 折れないの ?｟枝を受け取る｠
c3 ： ｟うなずく｠
T1 ：  折ったらいいの ?　｟c3を見ながら枝を折

り始める｠

　このエピソードは，c3が遊びの中で枝を折る
という【枠組みの変更】を行うために保育者の
もとへやってきて，T1へ情報もしくは行為を
要求する場面である。
　ここで着目すべきは，T1が c3からすぐに枝
を受け取って【枠組みの変更】を進めるのでも
なければ，【提案】や【うながし】で c3に枝を
折らせるのでもなく，c3の要求に沿って枝を折
ることで，c3の【枠組みの変更】を支えていこ
うとする T1のふるまいである。
　この際，T1は【質問】を複数回繰り返して
いる。ここでの【質問】は，T1が c3の伝えた
い情報を丁寧に確認するとともに c3の意思，
つまり c3自身ではなく T1が枝を折るという行
為を了承するかという点を確認している意味が
あると考えられる。その上で T1は c3の【枠組
みの変更】を支える行為へ焦点化しゆっくり移
行していく。
　これらターン・テイキングのプロセスにより，
T1は終始 c3の行為を受けて応答する立場を貫
き，c3の主導権を奪わないふるまいを見せてい
ることがわかる。もちろん，T1にとって c3に
枝の折り方を教えることも，速やかに自分で枝
を折ることも選択することができ，またどちら
も容易く遂行できることではある。しかし，c3
への【質問】を繰り返しながら，c3の考えてい
ることを自らの身体を通じて体現していく行為

保育者 / 子ども 提案 質問 示唆 うながし 誘い 受諾 合計
受諾 0 0 0 1 1 0 2

修復の開始 1 2 1 2 0 1 7
枠組みの変更 1 7 2 1 0 6 17
正当性の主張 0 2 3 0 0 8 14
異議申し立て 0 0 0 0 0 0 0

拒否 0 0 0 0 0 0 0
合計 2 11 6 4 1 15 78

表７．子ども－保育者の相互行為の隣接対の生起
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により，遊びを展開する上で【枠組みの変更】
を行う主体があくまでも c3であることを示し
伝え続けていると考えられる。
　これは，ある意味「教示」行為である。しか
し，c3の行為が先立ち，それに T1の行為が続
くように応答していくことで，「教示」という
志向性は保持しつつも「教示」には見えにくい
保育の構造が組織されていると考えられる。

２）保育者の非言語による【受諾】の事例

c1と T2は，枯葉が集まっている場所を間にコ
の字型に位置して座っている

c1 ：  ｜｟マッチで火をつけた場所へ新たな枯葉
をくべ続ける｠（6.0）｟煙は出ない：おそ
らく火は消えている｠

T1 ： ついた？
c1 ：  |｟風で炎が消えないよう手をかざす｠ 

（50.0） ｟実際には炎も煙も出ていない｠
T2 ： ｟子どもの様子を見つめる｠（50.0）
c1 ： ｜｟２回目のマッチを擦る｠
T2 ： ｟子どもの様子を見つめる｠（50.0）

　このエピソードは，c1が枯葉にマッチをつけ
ようとしているところを T2が見守っている場
面である。
　c1が無言で行為をするターンにおいては，T2
も無言で応えるというふるまいにより，言葉を
交わさないターン・テイキングが維持され，c1
の行為が T2へ【受諾】され続けることがわかる。
　注目すべきは，c1がマッチで擦った火が枯葉
にうまくつかないターンである。実際には枯葉
に火がついていないにもかかわらず，c1は炎が
消えないように手で風をよけたり新しい枯葉を
くべたりする。この行為に対し，T2は c1の意
思決定や行為の判断を否定することもなければ
手本を示す訳でもなく，「ついた ¿」という言
葉で状況を確認するにとどめ，その後も c1の
様子を無言で見守り続けることで【受諾】して
いく。
　このプロセスにおいて，T2は目の前の現象
に対し，あくまでも c1の知覚に委ねていると
考えられる。なぜならば，c1はいま向き合って
いる現象から多くの行為の可能性を選択し実行
することができる。その行為はおそらく森の中
にある豊富な資源によって引き出される即時の
ふるまいであろう。T2はこの場面で，そうやっ
て環境から引き出される c1の行為を【受諾】
することによって，c1の思考や視点からその行

為を見直し，c1の状況判断を理解しようとして
いるのではないだろうか。
　このような T2の【受諾】は，c2へ「教示」
することへの無関心を意味するわけでもなけれ
ば，c2の主体性を引き出すために待っている状
態でもない。c2の視点へ降りて同じ地平で目の
前の現象を理解しようと努めている行為であろ
う。つまり，保育でよく用いられる「見守る」
という用語の内実は，保育者が子どもの状況判
断を理解するために，子どもの行為を【受諾】
しながら子どもの視点で状況を見直していく行
為によって示されると考えられる。

３）�子ども－保育者の隣接体における【受諾】
の違い

（a）【正当性の主張 -受諾】の隣接対事例

c1 ：  ｟マッチを手にもって枯葉に火をつける前
に｠（3.0）あのさ，えと，全部，えと，で
きなかったらさ

T2 ：   ［ うん ］
c1 ： えと，あのさ，えと，なくなるからさ
T2 ： 　　　　　　　　　　　　　　［そうだね
c1 ： ファイヤーずーっと（　　　　）
T2 ： 　　　　　　　　　　［ う：：：：：ん ¿ ］
c1 ：  そしたらさ，えと，できんかもしれんかっ

たらさ
T2 ：   ［ うん ］
c1 ： ｟マッチを擦る｠（5.0）
T2 ： （5.0）

　このエピソードは，c1が枯葉にマッチで火を
つける前に「自分はできないかもしれない」と
いう不安を T2へ吐露する場面である。
　注目すべきは，c1の語尾が弱くて聴きとれず
に T2が一瞬戸惑いを示すターンである。「うん」
という肯定的な【受諾】や「なあに？」という

【質問】ではなく，［ う：：：：：ん ¿ ］という曖昧
な表現で【受諾】を示し，ターン・テイキング
をつないでいるのがわかる。これにより，ター
ン・テイキングのリズムが狂うことなく，c1が
マッチを擦る行為までつながっていった。
　この間，c1は自分の感情にまつわる【正当性
の主張】を一定のテンポで語り続けている。
T2が相槌を打つことで聞き手としての受動的
態度を維持し，聞きとりにくい言葉に出会って
も流れを止めずにやりとりを運ぶことで，話し
手である c1の【正当性の主張】を一切脅かさ
ない【受諾】を示し続けている。これにより，
c1は不安な気持ちをすべて表出させつつ，マッ
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チを擦って火をつける行為へと自らを向かわせ
ていくことが可能になったのだろう。
　つまり，ここでの【受諾】は，T2が c1の【正
当性の主張】をすべて【受諾】することによっ
て，c1が不安なことへ自らの意思で立ち向かっ
ていくための助走を支える機能を担っていると
考えられる。

（b）【枠組みの変更 -受諾】の隣接対事例

｟c1は c2とうちわで焚き木に風を送って，炎を
大きくしようとしている。傍らで c3から小枝を
手渡された T1が枝を折る。c1は横目でその様
子を見ている｠（13.0）   
c1 ：  ｜｟地面に落ちていた枝を拾い上げ，T1

の真似をして膝で枝を折ろうとする。が，
うまく折れない｠

T1 ： え ? あ ¿ |｟c1と目を合わせる｠
c1 ：  ｟T と目を合わせたあとに枝折りに再チャレ

ンジ｠（9.0）
T1 ：  hhhhhh｟c1の折れない様子を見ながら｠が

んばって
c1 ： | ｟さらにひざで枝を折ろうとする｠　う

りゃ：：：：：：：：：：｟枝は折れない｠
T1 ：  （10.0）｜｟c2とともに焚き木へ枝をくべ，

炎をうちわであおぐ｠
c1 ：  |｟再度ひざで枝を折ろうとする｠　うりゃ

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
｟やはり枝は折れない｠

c2 ： ぼくのはあ，（　　）
T1 ：  　　　　　　［ いい感じ｟と，c2に話しか

けながらうちわで炎をあおぐ｠

　このエピソードは，T1が c3とのやりとりで
枝を折った行為を横目に見ていた c1が自分も
枝折りに挑戦しようとする場面である。
　T1が直接的に情報を与えたわけではない c1
が炎に風を送る行為から枝折りへと【枠組みの
変更】を行い始めるターンでは，c1と視線を合
わせることで c1の新たな挑戦を【受諾】する。
　注目すべきは，c1が枝折に挑戦するも枝が折
れないターンである。T1は c1へ「がんばって」
という言葉をかけることで c1の枝折りへの【枠
組みの変更】を【受諾】する。ただし，c1によ
る枝が折れない状況を打破するための【命令】

【要求】【うながし】で新たな情報提供を重ねる
こともなければ，【質問】で c3の状態を確認す
ることもなく，c2と一緒に枝を火にくべる行為
を続行する。
　つまり，ここにおける T1は，c1が【枠組み
の変更】で新しい活動に参入してくることを目

くばせして【受諾】しつつも，そこから先に活
動を継続するかどうかは c1の選択に任せるこ
とを「がんばって」という言葉による【受諾】
で c1へ示していると考えられる。このように，
この場面における保育者の【受諾】は子どもの
活動への参加において常に開放性を有している
ことを示すふるまいであると考えられる。

Ⅴ．考　察
　本研究では HGC モデルに依拠し「教示的無
関心」という視点から「森のようちえん」にお
ける遊びを対象とした子どもと保育者の相互行
為を分析してきた。本研究の分析結果からは，
自然環境を通じた遊びの中で子どもの自発的な
学びを育む保育実践の内実について，以下の５
点が示される。
　第一に，「森のようちえん」の遊びにおいては，
保育者が非言語を含む直接的意図的な子どもと
の相互行為を図っていることが明らかとなっ
た。これは，先行研究において「森のようちえ
ん」の活動を特徴づけるのは「直接的ではなく
間接的なかかわり」であるとされてきた前提を
見直す契機になると考えられる。
　第二に，「森のようちえん」における子ども
と保育者の相互行為においては，保育者が非言
語的行為を多く示していることが明らかとなっ
た。これまで，「森のようちえん」において保
育者が「間接的なかかわり」を重視することで，
子どもの自由で活発な活動を促すとされてきた
点は，実は保育者の非言語的行為によって見え
にくかった直接的保育行為の一環であり，そこ
には子どもの行為への明確な意図を持つ保育者
の応答性が存在していると考えられる。
　第三に，「森のようちえん」における保育者
の行為は，子どもの遊びの可能性において開放
性を有していることが明らかとなった。ここか
らは，「森のようちえん」の豊かな自然環境と
保育者の間接的なかかわりによって子どもの自
律性が育まれるというよりも，子どもが自然環
境の中で目の前の現象と向き合いながら即時に
環境との関係を結び直していく際に，保育者の
言語的・非言語的行為を介する子ども－保育者
の相互行為のプロセスが基盤となって，子ども
が自律的である状態が組織されていくのではな
いかと考えられる。
　第四に，「森のようちえん」のような自然環
境では，屋内で生起する子ども－保育者という
言語を介したダイレクトな相互行為にはみられ
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ない，非言語的相互行為を媒介する何らかの要
因が存在すると考えられる。なぜならば，保育
者が保育環境を操作できる屋内とは異なり，自
然環境においては子どもも大人も環境を操作で
きないという意味で同じ立場のもとに活動せざ
るを得ないからである。
　第五に，「森のようちえん」の遊びでは，操
作できない自然環境のもとに，子どもも大人も
同じ立場で活動に参加するという土壌があるゆ
えに，結果として，子どもの意見が活動に反映
されやすいと考えられる。さらに言えば，森な
どの自然環境の中では，大人と子どもが「教え
る - 教えられる」関係を超えた一人の人間同士
として向かい合う必要性が生じており，そこに
主体的な学びのルーツがあるのではないかと考
えられる。
　今後はさらにサンプル数を増やし，「森のよ
うちえん」の遊びにおける子どもと保育者の相
互行為を分析する必要がある。また，屋内活動
との比較などにより，保育者の非言語的行為を
生起させる要因を分析することも課題として残
されている。さらに，事例内の保育者の行為に
おいて，【命令】，【要求】，【義務】が，言語・
非言語を通じて認められない点について，その
要因を検討し，「森のようちえん」の保育に特
有の形態であるのかなど，研究を重ねる必要が
あると考える。
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